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CAWとホーム・ネット (タイ)‐が共催

インフォーマル労働を

グローバリゼーションの加速化が、インフォ

ーマル労働を増大させています。多国籍企業は、

地球 Lの労働者を都合良く配置 し、できるだけ

安く、効率良く40Jかせようとしています。その

結果、実質賃金の低下、長時間労働、労働環境

の悪化、貧困と失業の増大、労働者の権利の侵

害が起こり、雇用の安定は崩れ、労働法の適用

を受けられず、労働条件は劣悪で、収入も極端

に低いインフォーマル労働が、世界中で広がっ

ています。この傾向は、とくに女性に大きな影

響を与えています。

アジアや中南米諸国では、家内労働、路 上販

売、行商、零細工場での労働、建設作業、ごみ

集めなどのインフォーマル労働が、社会に必要

なサービスや経済を支えてきました。 しかしそ

のような仕事につく人々は労働者と認められず、

生産資源、土地、クレジット、マーケッティン

グ、技術支援、教育や副1練へのアクセスが著し

く乏しく、社会的な存在として日に見えない状

況におかれています。

CAW(ア ジア女性労働者委員会)は、昨年 11

月、家内労働者の国際ネットワークであるホー

ム・ネット(タ イ)と 共同で、インフォーマル労

働についてのアジアワークショップを開催 し、

インフォーマル労働を見えるものにし、社会的

な保護と権利を与えること、そのために組織化

を進め、ILOな どへのロビー活動に取り組もう

と話し合いました。(2面に報告)。

目に見えるものに パールの児童労働 研究会のご案

「この製品は児童労働を使

つていない」ことを示す

ラグマーク

昨年 3月 末から4月 初めにかけて、国際労働

研究センターの共同代表である戸塚秀夫さん、

荒谷幸江さんとご ‐
緒にネパールを訪れ、カー

ペット産業における児童労働問題への取り組み

について、さまざまな立場の方々からお話を聞

いてきました。1999年の ILO総会では 「最悪

の形態の児童労働の禁止および廃絶」について

条約を採択 し、世界中でそのための努力が続い

ています。 しかし、どうやってそれを実現する

かについては、NGOな ど実際に取 り組んでい

る人たちの間にも意見の相違があるようです。

研究会では、昨年のネパール訪間の報告をかね

て、私たちが児童労働問題にどのように向き合

つていつたらいいのか考えたいと思います。

今回の研究会は国際労働研究センターとの共

催です。ぜひご参加下さい。

同 時 :3月 23日 (土)午後 1時半～ 5時

場 所 :法政大学大学院 92年館 402号室

(凪・地下鉄市ヶ谷駅から徒歩 5分、お濠端の

大通りを飯田橋方向へ 5分 ぐらい歩くと左側)

テーマ :ネパールの児童労働問題を考える

一カーペット産業における児童労働

問題への取 り組みから

報告者 :荒谷幸江 (国際労働研究センター共同

代表)

広木道子 (CAWネ ット・ジャパン代表)

司 会 :粕谷信次 (法政大学経済学的



アジアワークショップ

「インフォーマル労働と女性」

に参加 して

女性ユニオン東京  谷 恵子

経済のグローバル化とインフォーマル労働

昨年 11月 6 Flか ら 9日 まで、バンコクでイ

ンフォーマル労働に関するアジアワークショッ

プが開かれ、急遠参加 してきました。CAIV(ア

ジア女性労働者委員会)と 家内労働者の組織・ホ

ームネット (タ イ)のよびかけで開催されたこ

の会議には、アジア 11カ 国か ら労働組合や

NGO、 女性組織などで活動している約 60名 が

集い、連「1朝 9時から熱心な議論と交流を行い

ました。

この会議のテーマであるインフォーマルワー

クは、ここでは非常に幅広い概念でとらえられ

てお り、日本では 「非正規雇用」とか 「有期雇

用」などを連想 しますが、そうした労働から家

内労働・家事労40J。 農業労働や屋台、行商など

雇用関係にあるかどうかを超えて、さまざまな

労働を対象にしています。経済のグローバル化

によって、企業が安い労働力を求めて移動 し、

アジア各国の Il場などは再編され、失業率も高

まつてきています。失業者は再就職ができずに

日雇いや屋台、行商などで糊口をしのぐ人が増

えて きてい るのです。初 [1の 記 念講演 で

WIEGOs、men in lnformal Employment
Globalittng and Orga五zing)σ )ダ ン・ガ リ氏

は、「経済のグローバル化によつて各 I■lの貧富

の差は拡大し、フォーマル経済での競争 と淘汰

によリインフォーマル経済が拡大 している。こ

れまでフォーマルワークの労働運動ではインフ

ォーマルワークは位置づけられてこなかった。

しかし経済のグローバル化が問題である以上、

インフォーマルワークの問題はフォーマルワー

クの労40J運動にとつて重人だ。Jと 語 りましたが、

それが会議の共通認識だつたと言えるでしょう。

3つのグループに分かれて討論

会議は 3つのグループに分かれて現状や組織

化の問題点、利1織の維持などのテーマ毎に討論

しては集約 して全体で確認 しながら進行 した、

非常に密度の濃いものでしたcグループは①屋

台などの自営業 ②パー トタイマー、契約社員、

零細企業、派遣 ③家事労働、家内労働、農業

などで、私が参加 した②グループには韓国、フ

ィリピン、タイ、ネパール、インドネシアの人

たちが参力目。 日本ではパー トタイマーといって

も「フルタイムパー ト」というおかしな雇月1が

あるとか、個人加盟組合などという日本独特の

実態について解ってもらえたか不安です。Cノ獅r

ネット・ジャバンが事前に 「女性のワーキング

ライフを考えるパー ト研究会」のアンケー トrJpl

査のバンフレットから翻訳 してレポー トしてく

れていたが、各国の事情をコーディネーターの

スジャータさんがまとめた分厚いペーパーを会

議の場で渡されて読むのは大変。でも、韓国は

とても状況が似通つているし、また家政lrii労働

組合なので③グループに参加 した香港の人たち

は、日本のパー ト法の変化はすぐ影響があると、

とても関心を持つていました。

他の国際組織 との連携も

議論の最終 日には今後の課題 として 2002年
の ILO総会でインフォーマルワークが討議さ

れるので、各国でナショナルセンターヘ働きか

けたり国際組織 (ICFTU=国 際自由労連の女性

が会議に参力Πしていた)への働きかけや ILOで
のロビー活動などが検討されました。最後に決

議を採択 して 3日 間の会議は終 r、 引き続いて

公開パネルディスカッションとなりました。

ワークショップに参加した谷恵子さな右から3人 日)

パネラーには会議で報告した国際組織の人た

ちの他にタイの政府役人や研究者もいて、会議

の内容を社会的に公認させる意義もあつたよう

に感 じました。

会議の合間には見学ツアーもあり、タイの空



気を感 じる貴重な体験をさせてもらいました。

通訳をかねて ・緒に参加 した五十嵐夏未さんの

報告を紹介します。

コミュニティ全体で家内工業

びつしり内容の詰まつた会議の合間に見学ツ

アーが組まれ、タイのインフォーマルワークの

実態に触れることができました。 7日 の夕方は

ホームネットが組織 している屋台見学。 トゥク

トゥク (1輪タクシー)の騒音が賑やかなバン

コクの繁華街の歩道脇に民芸 |デ]、 衣類、Tシャ

ツなどの屋台が並んでいます。ホームネットが

組織 しているのは聾唖者で、手話で仲間と合図

をしています。

9日 は会場のホテルから車で 20分くらいの

すずI芸品を作っている村を訪間。戦後の政策

としてすず産業がこの村に導入され、コミュニ

ティ全体の産業になつたこの村では、民家のい

たる所が工場で、村人のほとんどが従事してい

ます。品質は非常に高いのですが、その生産現

場は鉄粉が舞 う中、 1枚の布で口を覆い研磨 し

ている女性に子供が じゃれていたり、作業の合

間にしているだろう食事が食べかけのまま脇に

あつたりしていました。ここで買ったペーパー

ナイフ (4本 150バーツにまけてもらつた)が、
バンコクの歓楽街ではなんと1本 650バーツで

売られていました。 こういう価格を村の人々は

知らないといいます。村からの帰 りに参加者一

人ひとりにプレゼン トされたティースプーンが
^体いくらか、考えると胸が痛みました。

工場寄宿舎を追われてシェルターヘ

この後また:車で 20分ほどの白いコンクリー

ト2階建ての女性シェルターヘ。室内は 2段ベ

ッドがびつしりと両側に並ぶこのシェルターは

政府によつて建てられたもので、個人の家賃負

担は一切ありません。現在ここで暮らしている

のは 15人ですが、なんと 300人もの女性が待

機 しているそ うです。

長年 BBCと いう会社で 二員として働いてき

たという女性が話をしてくれました。

1995年、経営悪化を理由に会社は4年間賃金

なしを宣告したため、労働者は組合を結成 して

ス トライキも含めてたたかい続けているのです。

工場に併設された寮はス トライキと同時に閉鎖

されてしまい、シェァレターにきた彼女たちのた

たかいには他の労働組合がさまざまな支援を行

つています。

シェルターにいる女性たちは造花、ビーズエ

芸、裁縫やタイ式マッサージなどの仕事をして

いますcと くにマッサージは観光客の人気もあ

つて最近増えているそうです。彼女たちの夢は

自分たちのマッサージショップをつくることc

そうすれば遠くまで出張することもないし、な

によりも直接収入が得られる、とがんばってい

ました。

たたか う女性たちの力強さを感 じ、その進む

道に光 りが射 しているようにと強く願ってツア

ーを終えました。

″ 古ク″―/1ンレ仁 ノ

インフォーマル部Plで働 く女性たちを支援

する運動は、ここ20年余 りの間に世界的な規模

に広がってきていますcその最初のきっかけと

な り、運動を推進する役割を果たしてきたのは、

1972年 にイン ドで結成された SEWA(自 営女性協

会)で した。SEWAは、路上販売、家内労働、建

設労働、ゴミ拾いなどに従事する女性たち 30

万人以上(2000年)を利l織 し、今では国際的な運

動をリー ドする力を持っています。

90年代半ばには、家内労働者のためのホーム

ネットと、路上販売者のためのス トリー トネッ

トという2つの国際的なネ ットワークが作られ

ました。これらの組織は、 IIン 0第 77号 (在宅

形態の労働=家内労働)条約および 184号勧告

の採択のために力を尽くしました。

WIEGOは 97年、インフォーマル部門で働 く女

性たちを支援する 11で、より良い統計、調査、

プログラム、政策活動などを推進するネットワ

ークとして、SEWAや UNI「EMの関係者によつて

作られました。WTEGOは、他のネットワーク同

様、此界各国に加盟組織を持ち、ILOや国連の

統計局とも協力関係を結んでいます。

いわゆる発展途上国か先進国かにかかわらず、

いま新 しく作 り出される仕事の多くはインフォ

ーマル労働であり、雇用の不安定化と労働条件

の悪化が急速に進む中、このようなネットワー

ク運動の重要性はますます高まっています。



カビテ輸出加工区 (フ ィリピン)

マグロ輸出墓地の世粧労働者

地域くるみの組織化ヘ

オルガナイザーの訓練センター

カパティラン女性支援センター (KWSC)は
フィリピンのジェネラルサン トス市で、2000

年 5月 より活動を開始 している。以前カビテに

あつたロザ リオ女・性支援センター (RWSC)の
プロジェク トを引き継いでいる。RWSCは 1997

年に作られ、地域の女性労働者やカビテ輸出加

工区の女性労働者の要求に応える女性オルガナ

イザーを育てる副1練 をしてきた。
「地域組織化大学」が全国労働組合連盟

(NFL)と 共に行つた トレーニングを終えた 2

人のスタッフが、マグロ缶詰 11場の女性労働者

を組織するため、ジェネラルサン トス市にある

このプロジェク トのオルガナイザーになつた。

ジェネラルサン トス市は東南アジアで第 2番 目

のマグロ輸出地域であり、 7つのマグロ缶詰工

場とマグロ真空パック l_場 がある。

コミュニティの情報集めから

このプロジェク トは、女性労働者が政府の政

策に強い関心を持ち、職場と地域の女性の権利

を守る組織を作ることを日的としている。また、

女性労働者の問題に関心を持つ地域の人々のグ

ループを作ることも目指している。 2人のスタ

ッフは、マグロエ場の労fOJ者 の多くが住んでい

るジェネラルサン トス市のカランパン地区に女

性のためのセンターとスタッフの家を作つた。

まず最初に、セキュリティのために郡と地区

事務所を表敬訪問した。知 り合いや以前に ‐
緒

に働いていた労働者の助けを得て活動を開始 し、

その地域についての基本的な情報を集め始めた。

この収集 した情報により、地域の人々や行政関

係者が労働組合に対 して反対の気持ちを持って

いることがわかつた。そして、職場でも地域で

も女性たちは多くの問題に直面していた。

女性労働者の使い捨ての構造

女性労働者のほとんどが若く、高校を卒業後、

地方から来ている。年令は 17歳から40歳。労

働者の 45%は会社に雇われた契約労働者であ

る。40%は請負労働者であり15%は「パキャワ

ン制度」とよばれる出来高払いの労働者である。

労働者が仕事をもらう時には、会社から身元保

証占と500～ 1000ペ ソの保証金を要求される。

契約期間はわずか 5ヵ 月しか与えられず、期間

を終えても更新されない3こ のため、労働者は

再度雇用されるために、証明占を貸 し借 りして

偽の証明をするという異常な状況になつており、

ケガや病気の時も社会保険を中請することがで

きない。

雇用保障がないこと、残業の強制、一方的な

賃金支払停止や解雇、健康診断時のセクハラ、

社会保険などの福利厚生の有無に差別があるこ

と、保護装備がないこと、不 1分な保健サービ

ス、そして 2～ 3時間分の賃金減額を課される

ノルマ制、残業、そして休 日がないという不満

を労働者は持つている。仕事のない時は、何日

も続けて自宅イ寺機をしなければならない。ほと

んどの労働者は寄宿舎に住んでいるが、それは、

安全ではなく、居心地が悪く、水道などの基本

的設備が整つていない。寄宿舎は月払いで、 1
人につき250ペ ソ以上かかる。 2人から4人

が 1つの部屋を共有 している。水は毎 日買わな

ければならない。労働者の多くは低賃金と不安

定雇用のため貯金をすることができない。 日や

呼吸器などの健康 卜の問題を抱えている。

このため、女性労働者 自身が自分たちの状況

を認識できるよう支援する必要がある。体1難は

あるが、労働条件や生活条件を変えるために労

働者を動かし、糸■織化 しなければならない。

組織化のための新たな取り組み

この産業では、質と量の向上ががますます強

調されているため、競争が激化 し、操業のため

の資本のより高いコス トパフォーマンスが要求

されている。そのコス ト高をカバーするために、

ほとんどの企業で臨時雇用や契約雇用、そして

人員削減、派遣労働者の利用、一時休業、自宅



待機、解雇、そして工場閉鎖さえも行つている。

地域の人々を糸且織化する新たな戦略が始まつ

た。これには 2つの方法がある。

1.コ ミュニティの組織化

まず地域調査を通 して、労働者たちと地域の

母親たちを結び付けることを始めた。個人的な

問題、たとえば健康や一時休業、休暇、金銭的

なことなど労働者や地域の人々の個人的な問題

や関心のある問題に取 り組むことで、労働者や

母親たちの参加を促 し、巻きこんでいく。

2.ジェンダー教育

セ ミナーや教育プログラムを通 して、女性労

働者や母親たちが職場や地域での権利を認識し、

力をつけていくことをめざした。これは基本的

には女性労働者にも地域の女性たちにも受け人

れられるものであった。この方法は短期のもの

や中期のものであるが、長期的には労働組合を

作ることを進めることをねらいとしている。

実際に行なつている活動

1.ミ ーティング、セ ミナー、研修、カウンセ

リングの開催

2.女性労働者のための収入向上プロジェク ト

の実施

3.映画鑑賞やスポーツなど余暇や リクリエー

ション活動

4.女性労働者や母親たちを以下の活動に参加

させる呼びかけ

a)労働法や労働基準法に関するセ ミナー

b)ス ポーツ用品の推薦

の 海岸やお祭 りに出かけること

の シングルペアレン ト法関連のフォーラム

e)女性デーのお祝い

5.労働組合のキャンペーン支援 (地域でのキ

ャンペーンや選挙キャンペーン)

6.母親たちに、食品加工や保存食品について

の技術副1練をすること。これには、生活支

援プログラムとして社会福祉開発局から補

助金を得た。

7.水産資源局の技術教育技能開発機関への参

加のために母親たちを組織する。

8.預金計画をたてるよう女性労働者を支援。

(CAWニュースレター 2001年 10月 号)

子ども買春、子どもポルノを

世界中から根絶しよう

「第 2回児童の商業的性的搾取に反対する世

界会議」が、昨年 12月 17日 から 4日 間、横浜

で開催され、世界 126カ 国から約 2400人 が参

加 した。これは、1996年にス トックホルムで開

かれた第 1回会議に続くもので、外務省とユニ

セフ、NGOが 共催。ス トックホルム以降、各

国で、また国際的なレベルで、どんな取 り組み

をし、どれだけ成果をあげたかを検証 しつつ、

現実には一層深刻化する子ども買春、子どもポ

ルノ、そして人身売買などの問題について、全

体会と 100を越えるワークショップで、連 日熱

心な討議が繰 り広げられた。

全体会で、児童の権利条約 NGOグループの

キングスリー代表は、自らが暴力と虐待からの

サバイバーとして体験を語 り、今この時にも何

百万の子どもたちが性的搾取にさらされている、

根絶 しようとする意志と具体的な政策、そして

子どもたち自身のエンパワーメン トが必要だと

訴え、参加者に大きな感動を与えた。

また、この会議には世界 35カ 国から93名 の

子どもと若者が招かれ、子ども&若者プログラ

ムを開催 した他、本会議で基調講演を行ない、

最終 日にはアピールを出すなど、問題の解決に

向けて、強い意志と力を発揮 した。

*

日本政府を代表 してスピーチを行なつた森山

真弓法務大臣は、ス トックホルム会議では日本

の対応の遅れと意識の低さを痛感 したが、1999

年には 「児童買春・児童ポルノ禁止法」を成立

させ、2000年 には「児童虐待防止法」を制定する

など大きな前進があったと報告した。

日本は買春ツアーや、インターネットによる

Fど もポルノの送り手として、国際的な加害者

としての汚名を負つている。国内でも、「援助交

際」などの言葉で多くの少女たちが性的搾取を

受けている。今年は「児童買春・児童ポルノ禁止

法」の見なおしの年でもあり、法的な枠組みを一

層実効性のあるものにすべきとの指摘もされて

いる。この問題を解決するためには、具体的な

政策と強い意志が必要なのだ。  (広木道子)



ネパールの少女の人身売買

「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会

議」のワークショップから、ラリグラス・マイ

ティ・ネパール代表のコイララさんの報告

現在、ネパールでは毎年 5000人から 7000

人の少女や女性たちが、商業的・性的労働のた

めにイン ドの売春宿やアラビア諸国に売られて

いるとされていますが、この うち 20%以 Lが

16歳未満です。/fい女性ほど高額で取引される

傾向があるため、今後その害1合 はもつと高くな

ると思われますのこの問題の専Fl家によれば、

今 15万人以 Lのネパール人女性がイン ドで売

春婦として働かされていますが、とくにムンバ

イでは 10万人のうちの半数がネパール人,女性

といわれています。

ほとんどの少女やその親たちが、仲買人に輛

された り誘惑された りしています。 13歳から

21歳の女性たちの多くが、カ トマンズとその周

辺のカーペットエ場に仕事を見つけてやると輛

されて連れて行かれます。しかし仲買人たちは、

カーペットエ場を売春宿への通過点として使っ

ているに過ぎず、仕事のために家を出た少女た

ちはそのことにまったく気付いていません。

ネパールとイン ドの国境は 1500kmに もわた

つてつながっていますが、その間に11式な国境

検間所は 20しかないので、仲買人たちはどこ

からでも簡単に|コ境を越えられるのです。

とくに少女たちは従順で客の気まぐれや嗜好

に従わされます。HIVの 蔓延は、少女買春の理

由でもあり結果にもなつています。子どもの方

がエイズの可能性が少ないと考える客がいる一

方、 ■どもたちはエイズ患者の客と交わること

で、エイズにかかりやすくなつているのです。

少女の人身売買の悲劇は、彼女たちが望まな

いことを強要される残酷さにあります。売春宿

から救出された少女たちの証言によれば、初め

て客を取らされるのを拒んだとき、彼女たちは

きまつて集団的なレイプを受け、叩かれ、食事

を抜かれて狭く暗い部屋に閉じ込められたと言

います。奴隷のように扱われ、もう逃げられな

いと諦めさせるのです。

女性たちは年をとつたリエイズにかかると強

制的に売春宿から追い出されます。イFく 先を失

った女性たちは、自分の村に戻 りますが、エイ

ズに感染 した女性たちがケアされることもなく、

また彼女たちにはエイズに関する知識がないた

め、感染の事実を隠 して再び同じ職業につく可

能性が高く、エイズが静かに広がっていますc

マイティ・ネパールの活動

1993年に設サされたマイティ・ネバールは、

こうした少女や女性たちを助ける活動をしてい

ますc強制的に働かされたり、売春をさせられ

ていた子どもたち、捨てられた子どもたち、ス

トリー トチル ドレンや過酷な環境の中で精神異

常をきたした女性たちに、まず何よりも保護と

安らぎを与えるよう、トランジットホーム(救援

施設)、 リハビリセンター(保護施設)、 保護・月1

練施設などを運営 していますЭまた、女性たち

の自サを促すように、識字教育、裁縫、機織 り

などの技術司‖練を行ない、少額融資を行なって

女性たちの収入向 Lを支援 していますc

とくにイン ドとの国境付近には、防 Jlセ ンタ

ーをつくり、事前の防止に努め、ムンバイには

連絡所を置き、少女たちの救出活動も行つてい

ますc少女たちが深く傷つき、大きなダメージ

を受ける前に予防することがねらいですc

コイララさんのお話に続き、ムンバイの売春

宿から救出され、現在マイティ 。ネパールのス

タッフとして働いているという若い女性が、つ

らい体験を話 してくれました。コイララさんは、
「貧困は少女の人身売買の原因の 1つではある

がすべてではない。 |■際的な人身売買組織で潤

つている人、 子どもや女性を買う男たちがいる

ことが問題だ。NGOの国際的な協力が必要だ」

と訴えました。ネパールのカーペットエ場の児

童労働については、世界的な問題になっていま

すが、そのカーペットエ場でさえ、売春宿に買

われて行く少女にとつては通過点に過ぎないと

いう話にショックを受けました。(広木道子)



[香港 SCMP紙 、2001年 11月 2日 か ら]

罰歩 キャセイ航空

女性の退職年齢差別

2001年 11月 1日 、香港の控訴院は、キャセ

イ・パシフィック航空会社が、以前の退職政策

によって、女性の客室乗務員に対 して性差別を

したという主張を、支持する判決を下した。

3人の裁判官が ^致 して、キャセイ航空が性

差別条令に違反 して客室乗務員のヘ レン・ツァ

ン・ヘイルンさんを 1997年 10月 に強制的に退

社させたと判定した。

キャセイ航空の女性客室乗務員は、1993年ま

で、たとえ契約 上はもう5年は働くことができ

ても、40歳で退職 しなければならなかつた。

男性乗務員は 55歳まで働 くことができた。

ツァンさん (49歳)は、1977年 3月 にキャ

セイ航空の地 L勤務として入社 し、1979年 1月

から客室乗務員の仕事を始めたが、1992年 10
jLl、 40歳で退職を強いられた。

その後彼女は 1年契約ごとに仕事を続けるこ

とが許され、45歳になる前日の 1997年 10月

3日 まで働いた。

条令発効前の出来事に効力があるか

彼女が航空会社を退職 したそのときには、性

差別条令が発効されて 10ヵ 月がたつていた。

裁判所で議論されたのは、ツァンさんは 1992

年に退社 したので、条令はその発効前の出来事

には効力がないのではないかということだった。

しかし、副裁判長サイモン・マヨ氏、裁判官 ド

ゥリーン・ル・ピチョン氏、裁判官ウォー リ・

ユン氏らは、ツァンさんは 1997年にキャセイ

航空を去るまでそこで働いていたという事実を

重んじた。

裁判官マヨ氏は、ツァイさんに対する処遇を、

同じ時期に働いて 55歳まで働 く権利を与えら

れた男性客室乗務員と比較 して以 下のように述
べた。
「これに加えて、1993年に雇用期間についての

規定が改 iEさ れた時、もし本人 (彼)が望めば、

45歳で退職する選択が与えられ、その場合は

もつと有利な退職金がもらえたのだ。」「したが

つて彼は、ツァンさんよりもずつと良い立場に

あり、その事に対するただ 1つの理由は、彼の

性のおかげなのだ。J

さらに裁判官ル・ピチョン氏は、「原告が被つ

た差別は、条令が発効される前にさかのぼった

1つのありそ うもない行為ではなく、むしろ、

原告がキャセイ航空を辞めるまで、延々とひき

続いたまさしく差別という行為だつたのだ。」と

付け加えた。

定年は男女同一に改善

2000年 12月 、地方裁判所裁判官ジョン・サ

ウンダース氏はツァンさんを支持する裁定を下

した。

損害賠償額については、まだ決着がついてい

ない。キャセイ・パシフィック (株)の広報マ

ネージャーであるリサ・ ウォン・ライシャン氏

は、キャセイ航空は判決に失望し、法律 Lの助

言を求めていると発表した。

ウォン氏は、1993年 7月 にキャセイ航空は、

すべての客室乗務員の定年を45歳にしたと話

した。そして 1997年の 7月 には、1993年 7月

以前に入社 した男性も女性も、定41が 55歳に

なつた。

*
ツァンさんは今 、ユナイテ ッ ド・エ アライ ン

で働いてお り、昨日、香港から飛び発つた。

(マ グダレン・チョウ、翻訳 :山崎弓子)
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均等待遇アクション 2003・ 女たちの調査報告

「均等待遇 とワー クシェア リング」

グローバ リゼーションの深まりは、世界中の

労働者の雇用状況を悪化させている。 日本では

失業率が 5・ 6%を越える中、「ワークシェア リ

ング」がにわかに脚光を浴びてきた。日経連 と連

合、あるいは政労使によるワークシェアリング

検討会が持たれ、個別企業でも緊急避難型とい

われる取 り組みが始まつている。

でも、なんか変。ワークシェアリングつて何 ?

正社員がパー トや契約や派遣労働者に切 り替え

られて、不安定雇用や差別が広がっている。非

正規雇用者をいつでも首切れる状態にしておい

て、正社員の間で残業なくそう、ワークシェア

しよう、というのでは単なる生産調整の

オランダは、パー ト労働を活用 したワークシ

ェアリングが成功 した国として注日を浴びてい

る。「オランダモデル」といわれる中で、女性た

ちはどんな働き方をしているのか。均等待遇ア

クション 2003の事務局メンバー有′よは、昨年

秋にオランダを訪問 し、ワークシェアリングと

パー ト労働の実態を見てきた。キーワー ドは、

均等待遇、社会保障、そしてペイ ドワークとア

ンペイ ドワークの再配分。パー トは労働時間が

短いだけ。均等待遇のないワークシェアリング

はありえないということを実感 してきた。

ILO本部を訪問し、ロビー活動も行なった。

報告書「均等待遇 とワークシェアリング」は、オ

ランダの実態を女性の視点で調査 した貴重なも

の。販価 1000円 +送料 310円。お申し込みは

CAWネ ット・ ジャパンヘ (残部わずか)。

公務臨職 とは…

国や自治体で働く定員外職員、または賃金職

員、日々雇用員と呼ばれながらも、正規の職員

と変わることなく働き、行政を支えている人た

ちcその数は 50万人とも 60万人とも言われて

いる。労働条件の格差、雇用不安、男女格差、

その上、公務員法からも労基法からも置き去り

にされた人たちの一それぞれのケースを収録。

CAW助成企画で、WOMEN'S ACT 21制作っ

日本語版、英語版がある。いずれもカラー40分 c

5000円。お申し込みは、ビデオエ房 AKAME
(TblrFax:06-6370‐ 8568)へ。

I== *7V, *No.

(2002年 1月 発イf)

京ガス男女賃金差別事件―一一屋嘉比ふみ子

さんの勝利判決

女性、タイビス ト、高齢…ずっと差男1の 口

実にされてきた野崎光江さんの裁半」結審

活動紹介―なのはなユニオン(千葉)

昨秋訪れた沖縄辺野古の海が日に焼き付いてい
|

ます。美 しい珊瑚礁の海ときれいな砂浜。理不 |

ノヽにもそこを鉄条網が海の中まで延びています。|

すでに米軍の基地があるのですが、さらにこの
|

美 しい海に普天問からヘ リポー ト基地を移そう
|

としています。先日の名護市長選挙で移設賛成
|

候補が圧勝 してしまいました。 80歳を越えて
|

尚反基地運動を聞っている老夫婦の熱い思いが
'胸によみがえります。無念の思いでしょう。沖
|

縄県は基地移設の条件に 15年 という使用期限 |

をつけることを堅持 しています。小泉首相はア |

メリカの言うことばかり聞かず 「15年」を主 |

張し通すくらいの外交を展開して 下さい。 (k)|

CAW助威企画・ドキュメンタリービデオ完成
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